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北九州市告示第３７３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和４年９月８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０７

０１８７７

ワールドデイ

サービスセン

ター 

北九州市八幡西

区市瀬一丁目３

番１３号 

株式会社イン

ターワールド

令和４年

８月３１

日 

２ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０２

０００１７

デイサービス 

こころ 

北九州市若松区

畠田三丁目７４

９番地１ 

有限会社神社

前薬局 

令和４年

８月３１

日 
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